
- 1 - 

令和６年第３回 

羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会（定例会） 

会議録 

 

日 時  令和６年６月２６日（水）午後１時３０分～午後２時０５分 

場 所  羽村・瑞穂地区第２学校給食センター会議室 

出席者の氏名  ５名 

  教育長 儘田 文雄、教育長職務代理者 大井 克己、 

  委員 塩田 真紀子、委員 永井 英義、委員 村上 豊子 

 

欠席者  なし 

 

傍聴者  なし 

 

出席した職員の職・氏名 

 事務局長 田中 智文、給食課長 田島 等、管理給食係 大瀧 枝里子 

 

組織市町教育委員会の出席者の職・氏名 

 羽村市教育委員会生涯学習部参事 𠮷川 泰弘 

 羽村市教育委員会生涯学習部学校教育課長 伊藤 晋 

 瑞穂町教育委員会学校教育部長 目黒 克己 

 

議事日程 

 日程第１ 仮議席の指定について 

 日程第２ 議席の指定について 

 日程第３ 会議録署名委員の指名について 

 日程第４ 教育長職務代理者の指名について 

 日程第５ 議案第６号 令和６年度羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会委員の

委嘱について 

 日程第６ 報告事項 １ 令和６年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算（第１

号）について 

            ２ 令和５年度学校給食の栄養価について 

            ３ 令和６年度食育関係事業の推進について 

                        ４ 令和６年度学校給食に関するポスターコンクールについ  

             て 
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会議経過 

 

○教育長（儘田文雄） ただいまの出席者は５名です。定足数に達しておりますので、た

だいまから令和６年第３回羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会（定例会）を開会し

ます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

〔日程第１〕 

○教育長（儘田文雄） 日程第１、仮議席の指定を行います。 

  仮議席はただいま御着席の議席とします。 

 

〔日程第２〕 

○教育長（儘田文雄） 日程第２、議席の指定を行います。 

  羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会会議規則第６条により、「委員の議席は委員

の任命があったつど、教育長が会議に諮って、これを指定する」と規定されています。 

  議席につきましては、ただいま御着席の議席としますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議席につきましては、ただいま御着席の議席に指定します。 

 

〔日程第３〕 

○教育長（儘田文雄） 日程第３、会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は、「羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会会議規則」第２７条  

第２項の規定によりまして、教育長において、村上豊子委員を指名します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

〔日程第４〕 

○教育長（儘田文雄） 日程第４、教育長職務代理者の指名について報告します。 

  本件につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１３条第２項

の規定に基づき、羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会の教育長職務代理者として、

４月１７日付で大井克己委員を指名したことを報告いたします。 

 

〔日程第５〕 

○教育長（儘田文雄） 日程第５、議案第６号「令和６年度羽村・瑞穂地区学校給食セン

ター運営審議会委員の委嘱について」を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 
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○事務局長（田中智文） 教育長、事務局長です。 

○教育長（儘田文雄） 事務局長、お願いいたします。 

○事務局長（田中智文） 議案第６号「令和６年度羽村・瑞穂地区学校給食センター運営

審議会委員の委嘱について」御説明いたします。 

  本案は、羽村市、瑞穂町の教育委員会及び小中学校長より、令和６年度羽村・瑞穂地

区学校給食センター運営審議会委員として、別紙のとおり推薦をいただきましたので、

委嘱に当たり、「羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会行政組織規則」第２条第７号

及び「羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会条例」第３条第２項の規定に基づき

提案するものでございます。 

  任期につきましては、令和６年７月１日から令和７年６月３０日までとなります。 

  よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○教育長（儘田文雄） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑がありましたらお願いいたします。 

 

（質疑なし） 

 

○教育長（儘田文雄） ないようですので、質疑を終了します。 

  お諮りします。議案第６号「令和６年度羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会

委員の委嘱について」は、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○教育長（儘田文雄） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認するこ

とに決定しました。 

 

〔日程第６〕 

○教育長（儘田文雄） 日程第６、報告事項１「令和６年度羽村・瑞穂地区学校給食費会

計補正予算（第１号）について」、事務局からの説明を求めます。 

○給食課長（田島等） 教育長、給食課長です。 

○教育長（儘田文雄） 給食課長、お願いします。 

○給食課長（田島等） 報告事項１「令和６年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算

（第１号）について」御説明いたします。 

  お手元の報告事項１資料「令和６年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算（第１

号）」を御覧ください。 

  令和６年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

によります。 

  （収入支出予算の補正）収入支出予算の補正の科目区分及び当該区分ごとの金額並び
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に補正後の収入支出の予算の金額は、「第１表収入支出予算補正」によります。 

  ２ページを御覧ください。 

  「第１表収入支出予算補正」を記載していますが、内容については、「収入支出補正

予算事項別明細書」で説明しますので、３ページを御覧ください。 

  初めに収入です。 

  科目１「小学校給食費」は、補正前の額２億２千５６７万２千円から、補正額７千  

９４６万３千円を減額し、計で１億４千６２０万９千円とするものです。 

  内訳ですが、「現年度給食費」を７千９４６万３千円減額とするものです。 

  科目２「中学校給食費」は、補正前の額１億４千２５０万３千円から補正額４千   

８７５万６千円を減額し、計で９千３７４万７千円とするものです。 

  内訳ですが、「現年度給食費」を４千８７５万６千円減額とするものです。 

  科目４「諸収入」は、補正前の額１１万２千円に補正額１億２千８２１万９千円を追

加し、計で１億２千８３３万１千円とするものです。 

  収入合計３億６千９７８万７千円に変更はございません。 

  以上で、「令和６年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算（第１号）」の説明とさ

せていただきます。 

○教育長（儘田文雄） 以上で説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  何か質疑ございますか。 

○委員（永井英義） 教育長。 

○教育長（儘田文雄） はい、お願いします。 

○委員（永井英義） ちょっと確認なんですけど、細かい部分は分かってないのであれな

んですけど、今回の補正で瑞穂町は無償化なので全額入って、羽村市は一部無償化とい

うか、一部補助なので、保護者の負担というのがありますよね。組合でやっていて、同

じところで同じものを作って、瑞穂町が無料で羽村市が有料というのは、特に考え方と

して問題はないんですね。 

○事務局長（田中智文） 教育長、事務局長です。 

○教育長（儘田文雄） 事務局長、お願いします。 

○事務局長（田中智文） 給食センター、羽村・瑞穂地区学校給食センターになりますけ

れども、羽村市と瑞穂町で設立した一部事務組合になります。一部事務組合でその部分

の権限というのは、それぞれの市・町から離れてこちらのほうに権限が委嘱されて、こ

の一部事務組合が責任を持ってやるような形になっています。 

  その中の決まりとしては、学校給食法に基づいて給食を、設備だとか運営、そういう

ものを、羽村市と瑞穂町の負担金によって賄って給食を提供するというのが一部事務組

合の責務になります。 

  それに伴って、食材費については学校給食法で保護者負担に原則なっています。今回、

羽村市と瑞穂町の方でそれぞれ政策的に決定いただいて、羽村市については給食費改定

分の保護者負担軽減措置、瑞穂町については無償化相当分の保護者の軽減措置を、それ

ぞれの市と町で予算化いただいて、組合のほうに負担いただくという形を取っています

ので、基本的にはそれは食材料費というか、１食当たりの単価というのは給食組合の規
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則で決めてます。それには、無償化しようが、補助を頂く中としても、その経費は変わ

ることはございません。ただ、政策的にそれぞれの市と町で保護者の軽減措置を行うと

いうことで御決定いただいた結果があって、それぞれ市と町で負担額が変わっています。

これについては、それぞれの市と町の議会とか、教育委員会もそうですが、そういうと

こで御承認いただいて、うちのほうに補助をいただいている形式がありますので、特段、

組合としては、それが差があっても、別に法的に問題があるとかそういうことはござい

ません。 

  以上でございます。 

○教育長（儘田文雄） 永井委員、よろしいでしょうか。 

○委員（永井英義） はい。ありがとうございます。 

○教育長（儘田文雄） ほかにございますか。よろしいですか。 

 

（質疑なし） 

 

○教育長（儘田文雄） それでは、以上で質疑を終了します。 

  ２「令和５年度学校給食の栄養価について」、事務局からの説明をお願いします。 

○給食課長（田島等） 教育長、給食課長です。 

○教育長（儘田文雄） 給食課長、お願いします。 

○給食課長（田島 等） 報告事項２「令和５年度学校給食の栄養価について」御説明い

たします。 

  Ａ４横の報告事項３資料を御覧ください。 

  お配りした表は、令和５年度の児童または生徒１人１回当たりの栄養素等の平均供給

量や基準値に対する充足率などを示したものです。 

  羽村・瑞穂地区の数値は年間平均値と、表の右側の都平均と市部平均は毎年公表され

ている５月の平均値を記載しております。 

  学校給食における各栄養素の基準値については、「日本人の食事摂取基準」、２０２０

年版になりますが、これが定めた目標量または推奨量の３分の１とすることを基本とし

ていますが、羽村・瑞穂地区の学校給食における各栄養素の基準値は、都平均や市部平

均と比べても、同等以上の基準を確保しているものと考えております。 

  引き続き、物価上昇を注視しつつ、バランスの取れた給食の安定的な提供に努めてい

きたいと考えています。 

  以上で報告を終わります。 

○教育長（儘田文雄） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  何か質疑ございますか。お願いします。 

○委員（永井英義） 中学生のカルシウムと鉄の充足率なんですけれども、中学生の女子

生徒は特に月経の問題とかがあるので、こういうカルシウムとか鉄とか、そうゆうのを

たくさん補充したほうがいいのではないかなという素人考えなんですけれども、都平均

と比べれば充足率は高いので一生懸命考えてくれているのは重々承知なんですけれど

も、その辺、別に８４％、８３％で問題ないのかというのと、もちろん１００を目指し
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てやっているという考えがあれば、それもちょっと聞かせていただけますか。 

○事務局長（田中智文） 教育長、事務局長です。 

○教育長（儘田文雄） 事務局長。お願いします。 

○事務局長（田中智文） 学校給食法に基づいて学校給食摂取基準というのが定められて

います。これはおおよそ１日に必要とされる栄養素の３分の１程度を摂取するという基

準で作られてございます。特にカルシウムとか一部の栄養素については、不足がちな栄

養素になりますので、基準がさらに高くて、３分の１ではなくて、それよりもちょっと

上乗せしたものになっていますので、これ、あくまで理想値というか、目標値と考えて

いただければと思いますので。もちろんこの数値を充足できれば、１日に大体、カルシ

ウムでいえば、３分の１という、この基準でいえば、それ以上の数値を設定しています

ので、なかなかカルシウムというと、牛乳が主なものになりますので、それ以外の食材

でカルシウムを摂取するのはなかなか難しい状況の実態があります。 

  永井委員のおっしゃるとおり、中学生である、当然、体が成長するような時期にあり

ますので、当然、カルシウムとかそういう栄養素は必要だとは思いますけれども、あく

までもこれ学校給食ですので、３食のうちの１食分と考えていただければと思いますの

で、これで全ての栄養素を充当するというよりは、あくまで食生活の一部分である。そ

の一部分であるのですが、３食あるうちの１食分も重要でありますので、できれば、理

想には近づけたいと思いますけど、東京都と国の基準を見ていただければ、なかなか実

態としては、そこまで追いつかないのが実情でございます。 

  給食組合としても、そこについては、儘田教育長が就任されてから、特に牛乳を飲み

残すとかそういうことは。例えば、献立だとか、給食だよりにすぐに載せるように指示

を頂いて、意識啓発を図っていただいておりますので、今後も引き続きそういう力を入

れていきたいと考えております。 

○教育長（儘田文雄） 永井委員、いかがでしょうか。 

○委員（永井英義） ありがとうございます。 

  今、カルシウムは牛乳でということだったんですけれども、鉄も同じように、鉄分取

るの、なかなか難しいと聞いていたんですけれども、鉄分も、あくまでも理想値ではあ

るけれども、できれば１００を目指していただければと思います。以上です。 

○委員（村上豊子） はい。 

○教育長（儘田文雄） お願いします。 

○委員（村上豊子） ただいまのところで、３食のうちの１食分であるということでした。 

  ただこれ、あくまでも平均供給量のことですので、全部食べたらこれだけの栄養が取

れるということで、残菜があると、やはりこれ十分な量が取れないということになりま

すので、現状は残菜は何％ぐらいあって、それが例えば、値上げをしたことによって食

材が豊かになって、味もよくなって、結果として食べ残しが減ったということになれば、

非常に値上げはよかったということになりますので、そこら辺についての調査とか、と

いうことがもししてあれば教えていただきたいです。 

○事務局長（田中智文） 教育長、事務局長です。 

○教育長（儘田文雄） 事務局長。 

○事務局長（田中智文） 残菜の関係ですけれども、厳密に何％残菜があるという統計的
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なデータは取っていないのが実情です。ただ、日々の全て混ざった状態になりますけれ

ども、その残菜については量を量って、ある程度全体的な傾向とかは経年で捉えていま

すけれども、おおむねそれが増加傾向にあるとか、それから減少傾向にあるとか、そう

いうことはなくて、ある程度一定の数値を、残菜の量については特段変化はなくという

状況でありますので、そういう状況を勘案しますと、特に年度によって残菜が増えたと

か、この年代は食べ残しが多いという、そういうデータは取れないんですけど、もっと

理想でいえば、残菜がないのが理想ということになりますよね。 

  ただ、昔と違って、全て食べ残しのないようにという指導もなかなかできない状況と

いうのがあるので、極力少しでも食べていただくような、一口でも食べていただくよう

な、先ほどの広報ではないですけれども、給食だよりとかそういうので、好き嫌いをな

くしてバランスのよい食生活をということは、意識啓発には努めているところでござい

ます。 

  以上です。 

○委員（村上豊子） はい。 

○教育長（儘田文雄） 村上委員。 

○委員（村上豊子） 確かに、食べ残しをしないようにしようと、そういった心がけをす

るということで変わっていっていただければ、非常に食育の意味もあるのかなというふ

うに思いました。 

  残菜がもしゼロになってしまうと、もしかしたら足りないのではないかというふうな

ことになりますので、一定の残菜があるのは、これは必要なことなのかなと思っていま

す。ただ、せっかく作ったものですから、こちらで作っている職員の方たちも、できる

だけたくさん食べていただけるのが一番うれしいのかなというふうに思いました。以上

です。 

○教育長（儘田文雄） 今、御質問あったように、残菜があるという現実を踏まえても、

できる限りこの基準値を満たすように、そういう努力をぜひお願いをしたいというふう

に思いますし、特に鉄は、子供にとっては吸収しにくい子供もいるわけですよね。そん

なことも勘案すると、カルシウムもそうですけど鉄もそうで、牛乳に頼っているところ

が随分ございますから、牛乳飲まない子はどうするのかということがあるわけですよね。

カルシウム、鉄、やはり成長期に欠かせない栄養素の一つでございますので、今日の御

指摘を踏まえて努力したいと思います。 

  ほかございますか。 

 

（質疑なし） 

 

○教育長（儘田文雄） よろしいでしょうか。では、進めたいと思います。 

  報告事項の３に移ります。「令和６年度食育関係事業の推進について」、事務局からの

説明を求めます。 

○給食課長（田島等） 教育長、給食課長です。 

○教育長（儘田文雄） 給食課長、お願いします。 

○給食課長（田島等） 報告事項３「令和６年度食育関係事業の推進について」御説明い
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たします。 

  お手元に配付いたしました報告事項３資料を御覧ください。 

  本年度も、食育関係事業の推進にあたり、表面から裏面にかけて、大枠で記載を示し

ました、１ 学校給食に関する情報提供、２ 食育推進事業の実施、裏面になりますが、

３ 食育推進のための学校との連携の３項目を推進の基本として位置づけ、それぞれの

項目に記載した事業を行ってまいります。 

  各項目の実施事業については、「１学校給食に関する情報提供」では、「給食だよりの

配布」等、４事業を予定しています。 

  「２食育推進事業の実施」では、「地場産物の利用促進」、「学校給食に関するポスター

コンクールの実施」等、３事業を予定しています。 

  裏面の「３食育推進のための学校との連携」では、「学校訪問」等、４事業を予定し

ています。 

  内容については、後ほどお目通し願います。 

  以上で報告を終わります。 

○教育長（儘田文雄） 以上で説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  何か質疑ございますか。 

○委員（塩田真紀子） 食育推進事業の実施、２のところで、地場産物の利用促進という

ところがあるんですけど、非常にいいことだなというふうに思うんですが、これを例え

ば、子供たちが実際、畑とか、野菜が土に埋まっているようなところとかを見に行くよ

うなことというのはあるのでしょうか。 

○事務局長（田中智文） 教育長、事務局長です。 

○教育長（儘田文雄） 事務局長。 

○事務局長（田中智文） それは、今の学校の教育の課程の中でそういう畑などを見学し

ているかという御質問でよろしいでしょうか。教育活動以外でそういう機会を設けてい

るかという趣旨ではないですか。 

○委員（塩田真紀子） 地元で、羽村市、瑞穂町で採れたものだよというのを子供が言わ

れても、見てないと、「ああ、そうなんだ」で過ぎてしまうかなと思って。本当に「地

元で採れたものだよ」「地元の農家さんが一生懸命育てたものだよ」ということで、「大

事に食べようね」というような食育を進めるのであれば、どういう形でも子供に実際見

てもらったほうが食育の推進にはなるのかなというふうに、ちょっと思ったので。 

○事務局長（田中智文） おっしゃるとおりで、いろんな資料とか、実際に献立の中に使っ

ている食材が日々記入されているんですけれども、その中に太字で書いた野菜について

は地場産野菜ということで、分かるように表記しているんですけれども、それだけだと

やっぱりイメージというか、実際に畑を見たほうがいいというのは、確かに塩田委員の

おっしゃるとおりだとは思います。 

  ただ、それ、羽村市教育委員会と瑞穂町の教育委員会で、各学校を通じてそういう活

動をしているかというのは、ちょっと把握はしていないですけど、そういうことも御意

見があったということは、それぞれの教育委員会に伝えていきたいと思います。 

○委員（塩田真紀子） ありがとうございます。 
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○教育長（儘田文雄） なかなか教育課程の中でそれを組むというのが、時間的なゆとり

はないんですけど、ただ、子供たちは地域のことを知っていますから、ある程度イメー

ジは持てていますから。例えば、写真を撮って、そして地場産の野菜を使っているその

当日、テレビで放映するということも考えられますよね。いろいろなことが工夫が考え

られると思うので、ぜひ今の御発言を生かしてください。 

  ほかはございますか。 

○委員（村上豊子） 今の少し足したいことが一つと、もう１点ですが、まず１点目は、

今のところの地場野菜に実際にどこの学区であるとか、自分の通っている小学校だった

り中学校だったりのすぐ近くで採れているというふうに、「今日使っているのはね、ど

こ」というのがあると、非常に興味深く食事ができるのかなというふうに思いました。 

  あまり先生方にも、例えば、食育として説明しなくてはいけないとかというふうにな

ると大変だけれども、でも、今、この野菜が地元の野菜ですというふうに出ているだけ

ではなくて、瑞穂町の一小学区のチンゲン菜ですとかという、ぜひ何かもう一工夫でよ

り身近に感じられるのかなというふうに思いました。 

  もう１点質問です。３の食育推進のための学校との連携というところで、一番下に「Ｐ

ＴＡが行う試食会に」というところがあります。コロナで随分とＰＴＡ活動も下火に

なったところが多いのかなと思います。昨年、ＰＴＡの試食会というのは実際に行われ

たのでしょうか。 

○給食課長（田島等） 教育長、給食課長です。 

○教育長（儘田文雄） 給食課長、お願いします。 

○給食課長（田島等） お答えいたします。 

  昨年度は、瑞穂町の学校ではほとんどやっているということで、羽村市の学校では一

部ということです。以上です。 

○事務局長（田中智文） 教育長、事務局長です。 

○教育長（儘田文雄） 事務局長。 

○事務局長（田中智文） 最初の御意見の地場産の野菜、羽村地区ではこの野菜、瑞穂町

ではこの野菜という区別は、確かに示していますけれども、おっしゃるとおり、もっと

身近に感じるという意味で言えば、例えば、大根については羽村西小の学区の畑で栽培

されたものですみたいな、そういうものも確かにより身近に感じていただけるものとな

りますので、どういう形で見せられるかどうか、ちょっと工夫させていただきますけれ

ども、そういう御意見を頂いたので、ぜひ生かしていきたいと思います。以上です。 

○教育長（儘田文雄） よろしいでしょうか。 

○委員（村上豊子） ＰＴＡの試食会については、瑞穂で全部行われたということは非常

に驚きました。実際に食事をとってみて、おいしい、これがこの金額で食べられるとい

うところを保護者の方によく分かっていただけるといいなというふうに思いました。以

上です。 

○教育長（儘田文雄） ほかにいかがでしょうか。 

 

（質疑なし） 
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○教育長（儘田文雄） よろしいですか。では、これで質疑を終了します。 

  次は、報告事項の４番です。「令和６年度学校給食に関するポスターコンクールにつ

いて」、事務局からの説明を求めます。 

○給食課長（田島等） 教育長、給食課長です。 

○教育長（儘田文雄） 給食課長、お願いします。 

○給食課長（田島等） 報告事項４「令和６年度学校給食に関するポスターコンクールに

ついて」御説明いたします。 

  報告事項４-１資料「令和６年度学校給食に関するポスターコンクール実施要項」を

御覧ください。 

  この事業は、当センターの食育関係事業の中でも最も主要な事業であり、毎年、各学

校の御協力により、多くの児童・生徒から応募をいただいております。 

  本日、要項と併せて作品募集のチラシ、ピンク色のチラシです。報告事項４-２資料

として机上配付させていただきました。 

  この事業につきましては、６月６日木曜日に瑞穂町の校長連絡会、６月７日金曜日に

羽村市の校長会において説明し、協力をお願いしたところでございます。 

  事業内容ですが、基本的には昨年と同様となりますが、募集期間は、７月中旬から  

９月４日までといたします。 

  応募していただいた作品に対して、９月中に審査会を開催して、最優秀賞４作品、優

秀賞４作品、入賞２０作品程度を決定し、１０月２３日水曜日に表彰式を行う予定です。 

  その後、最優秀作品につきまして、給食配送車に掲示するほか、入選作品につきまし

ては、羽村市のプリモホールゆとろぎ（生涯学習センターゆとろぎ）、瑞穂町の郷土資

料館けやき館で原画の展示を予定しております。 

  また、入選者及び作品につきましては、給食だよりや羽村市・瑞穂町の広報紙等でお

知らせいたします。 

  以上で報告を終わります。 

○教育長（儘田文雄） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。何か質疑ございますか。 

  表彰式は１０月２３日、ここでやります。ここが会場です。 

  よろしいでしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

○教育長（儘田文雄） ないようですので、これで質疑を終了します。 

  これをもちまして令和６年第３回羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会（定例会）

を閉会いたします。ありがとうございました。 
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